
告
　
　
示

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

一

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
　
（

〃
　
　
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

二

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
　
（

〃
　
　
）

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

三

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

水
防
法
の
規
定
に
よ
る
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
（
河
川
砂
防
課
）

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

四

○
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
行
政
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況
　
　
（

〃
　
　
）

五

議
会
公
告

○
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況

七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病

院
の
所
在
地
の
変
更

人
事
委
員
会
規
則

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 42 号

平成 17 年

5 月31日（火曜日）

一

人
事
委
員
会
告
示

給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一

部
改
正

八

●
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
七
、
三
、
三
一
　
　
高
木
胃
腸
科
内
科
医
院
　
丸
亀
市
南
条
町
四
七
番
地

平
成
一
七
、
四
、
三
〇
　
　
宮
武
歯
科
医
院
　
　
　
　
丸
亀
市
三
条
町
九
三
番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　

平
成
一
七
、
四
、
一
　
　
　
お
お
つ
か
内
科
医
院
　
　
丸
亀
市
南
条
町
四
七
番
地

平
成
一
七
、
五
、
一
　
　
　
宮
武
歯
科
医
院
　
　
　
　
丸
亀
市
三
条
町
九
〇
番
地
二

平
成
一
七
、
五
、
一
　
　
　
ぞ
う
さ
ん
薬
局
　
　
　
　
丸
亀
市
土
器
町
東
四
丁
目
七
三
七
番
地

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

二

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
地
域
生
活
サ
ポ
ー
ト
　
社
会
福
祉
法
人
な
か
　
平
成
十
七
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
二
四
一
　
セ
ン
タ
ー
に
い
　
　
　
ま
の
里
福
祉
会
　
　
　
五
月
二
十
一
　
介
護

三
五
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
日

名
字
下
中
筋
三
二
九
　
名
二
二
〇
九
番
地
四

九
番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
変
更
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
（
変
更
前
）

（
変
更
前
）

平
成
十
七
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
九
五
一
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
有
限
会
社
ワ
ン
ハ
ー
　
五
月
二
十
一
　
介
護

一
一
　
　
　
　
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
ト
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
　
日

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
　
ン
タ
ー

元
二
〇
〇
四
番
地
の
　
丸
亀
市
飯
山
町
東
坂

二
　
　
　
　
　
　
　
　
元
二
〇
〇
四
番
地
の

（
変
更
後
）

二

ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
（
変
更
後
）

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
有
限
会
社
ワ
ン
ハ
ー

丸
亀
市
飯
山
町
西
坂
　
ト
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
　

元
一
二
〇
六
番
地
十
　
ン
タ
ー
　

二
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
亀
市
飯
山
町
西
坂

元
一
二
〇
六
番
地
十

二

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
二
　
地
域
生
活
サ
ポ
ー
ト
　
社
会
福
祉
法
人
な
か
　
平
成
十
七
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
二
四
一
　
セ
ン
タ
ー
に
い
　
　
　
ま
の
里
福
祉
会
　
　
　
五
月
二
十
一
　
介
護

三
四
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
日

名
字
下
中
筋
三
二
九
　
名
二
二
〇
九
番
地
四

九
番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
変
更
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
（
変
更
前
）

（
変
更
前
）

平
成
十
七
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
九
五
一
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
有
限
会
社
ワ
ン
ハ
ー
　
五
月
二
十
一
　
介
護

一
〇
　
　
　
　
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
ト
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
　
日

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
　
ン
タ
ー

元
二
〇
〇
四
番
地
の
　
丸
亀
市
飯
山
町
東
坂

二
　
　
　
　
　
　
　
　
元
二
〇
〇
四
番
地
の

（
変
更
後
）

二

ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
（
変
更
後
）

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
有
限
会
社
ワ
ン
ハ
ー

丸
亀
市
飯
山
町
西
坂
　
ト
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ

元
一
二
〇
六
番
地
十
　
ン
タ
ー



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

三

二
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
亀
市
飯
山
町
西
坂

元
一
二
〇
六
番
地
十

二

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
三
　
あ
り
す
児
童
デ
イ
サ
　
有
限
会
社
ワ
ン
ハ
ー
　
平
成
十
七
年
　
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

一
〇
〇
九
五
一
　
ー
ビ
ス
　
　
　
　
　
　
ト
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
　
五
月
二
十
日
　
ス

二
七
　
　
　
　
　
丸
亀
市
飯
山
町
西
坂
　
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　

元
一
二
〇
六
番
地
十
　
丸
亀
市
飯
山
町
西
坂

二
　
　
　
　
　
　
　
　
元
一
二
〇
六
番
地
十

二

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
三
　
地
域
生
活
サ
ポ
ー
ト
　
社
会
福
祉
法
人
な
か
　
平
成
十
七
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
二
四
一
　
セ
ン
タ
ー
に
い
　
　
　
ま
の
里
福
祉
会
　
　
　
五
月
二
十
一

三
三
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
日

名
字
下
中
筋
三
二
九
　
名
二
二
〇
九
番
地
四

九
番
地
五

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
　
変
更
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在

地

所
　

在

地

三
七
〇
〇
〇
一
　
（
変
更
前
）

（
変
更
前
）

平
成
十
七
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
九
五
一
　
ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
有
限
会
社
ワ
ン
ハ
ー
　
五
月
二
十
一

一
九
　
　
　
　
　
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
ト
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ
　
日

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
　
ン
タ
ー

元
二
〇
〇
四
番
地
の
　
丸
亀
市
飯
山
町
東
坂

二
　
　
　
　
　
　
　
　
元
二
〇
〇
四
番
地
の

（
変
更
後
）

二

ワ
ン
ハ
ー
ト
介
護
サ
　
（
変
更
後
）

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
　
有
限
会
社
ワ
ン
ハ
ー

丸
亀
市
飯
山
町
西
坂
　
ト
介
護
サ
ー
ビ
ス
セ

元
一
二
〇
六
番
地
十
　
ン
タ
ー

二
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
亀
市
飯
山
町
西
坂

元
一
二
〇
六
番
地
十

二

●
香
川
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
防
警
報
を

行
う
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

河
川
の
名
称
　
　
　
　
　
　
区
　
　
　
　
　
　
　
　
域
　
　
　
　
　
　
　
指
　
定
　
年
　
月
　
日

木
田
郡
三
木
町
大
字
上
高
岡
字
高
原
二
六
三

左
岸

七
番
三
地
先
か
ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

木
田
郡
三
木
町
大
字
上
高
岡
字
高
原
二
一
四

右
岸

八
番
一
〇
地
先
か
ら
海
ま
で

二
級
河
川

新
川
水
系

新
川



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

四

高
松
市
西
植
田
町
字
大
亀
六
三
四
番
一
二
地

左
岸

先
か
ら
新
川
合
流
点
ま
で

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

高
松
市
西
植
田
町
字
城
ケ
谷
一
四
九
五
番
四

右
岸

地
先
か
ら
新
川
合
流
点
ま
で

香
川
郡
香
南
町
大
字
岡
字
清
水
一
六
番
一
地

左
岸

先
か
ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
芦
脇
三
四
一

右
岸

番
一
地
先
か
ら
海
ま
で

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
栗
原
甲
二
一
〇
四

番
二
地
先
か
ら
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
字

左
岸
　
川
西
一
五
五
七
番
一
地
先
ま
で

坂
出
市
府
中
町
字
小
原
三
九
六
六
番
地
先
か

ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
上
字
柳
谷
甲
二
〇
〇
六

番
地
先
か
ら
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
字
瀧

右
岸
　
一
三
七
三
番
一
地
先
ま
で

坂
出
市
府
中
町
字
石
井
一
二
六
五
番
三
地
先

か
ら
海
ま
で

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
神
野
字
神
野
四
五
番

左
岸

六
地
先
か
ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
神
野
字
神
野
一
七
二

右
岸

番
地
先
か
ら
海
ま
で

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
字
雉
子
尾
一
八
三
五

左
岸

番
二
五
地
先
か
ら
海
ま
で

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
字
三
の
瀬
三
九
四
六

右
岸

番
二
地
先
か
ら
海
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
三
百
二
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
七
月
十
八
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
五
月
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
ぬ
き
っ
ず
コ
ム
シ
ア
タ
ー

佐
藤
　
珠
実

丸
亀
市
土
器
町
東
五
丁
目
五
一
五
番
地

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
や
お
と
な
に
対
し
て
、
演
劇
を
は
じ
め
と
す
る
優
れ
た
文
化
・
芸
術
の
鑑
賞

や
創
造
活
動
の
推
進
、
ま
た
社
会
体
験
や
社
会
参
画
の
機
会
の
充
実
な
ど
を
図
り
、
文
化
・
芸
術
の
振

興
と
、
子
ど
も
と
お
と
な
が
豊
か
に
育
ち
合
え
る
地
域
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
号

香
川
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
香
川
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
行
政
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

公

告

二
級
河
川

財
田
川
水
系

財
田
川

二
級
河
川

金
倉
川
水
系

金
倉
川

二
級
河
川

綾
川
水
系

綾
川

二
級
河
川

香
東
川
水
系

香
東
川

二
級
河
川

新
川
水
系

春
日
川

1
行
政
文
書
の
公
開
の
状
況

（
単
位
　
件
）

実
　
施
　
機
　
関

公
　
開

請
　
求

件
　
数

A
（
B＋
C
）

公
開
請

求
処
理

件
　
数

知
事

1,003
4,474

左
　
　
　
　
の
　
　
　
内
　
　
　
訳

対
象
行
政
文
書
数
（
決
定
内
容
別
）

公
　
開
一
　
部

公
　
開
非
公
開

Ｂ計

2,137
2,250

77
4,464

10

Ｃ
そ
の
他



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

五

●
香
川
県
公
告
第
三
百
三
十
一
号

香
川
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
同
条
例
の
施
行
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

二
級
河
川

（
注
）
1
「
公
開
請
求
処
理
件
数
」
と
は
、
実
施
機
関
が
平
成
16年
度
の
公
開
請
求
に
係
る
文
書
を
特

定
し
、
決
定
を
し
た
文
書
数
を
い
う
。

2
「
非
公
開
」
に
は
、
不
存
在
に
よ
る
も
の
を
含
む
。

3
「
そ
の
他
」
と
は
、
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

2
不
服
申
立
て
の
状
況

平
成
16年
度
不
服
申
立
件
数
　
　
　
　
37件

平
成
16年
度
の
処
理
状
況

（
単
位
　
件
）

（
注
）
「
平
成
15年
度
以
前
」
の
不
服
申
立
件
数
は
、
平
成
15年
度
ま
で
に
提
起
さ
れ
た
不
服
申
立
て

の
う
ち
、
平
成
16年
度
中
に
裁
決
、
決
定
等
が
な
さ
れ
た
も
の
及
び
審
理
中
で
あ
る
も
の
の
件
数

で
あ
る
。

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

公
安
委
員
会

警
察
本
部
長

合
計

2510070000030

1,075

583102800000

742

5,333

2931012000008

2,217

1800600000

721

2,995

70010000008

102

543102800000

737

5,314

400000000519

不
服
申
立
件
数

左
の
裁
決
、
決
定
等
の
状
況

平
成
16年
度37

平
成
15年
度
以
前164

審
理
中138

却
　
下1

棄
　
却44

一
部
認
容14

認
　
容4

合
　
計201

1
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
の
件
数

実
　
　
施
　
　
機
　
　
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
登
　
録
　
事
　
務
　
数
　
　
　
　
　

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

監
査
委
員

労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
開
示
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

（
単
位
　
件
）

実
　
施
　
機
　
関
　

請
求
件
数
　
開
　
　
示
　
不
存
在
　
一
部
開
示
　
不
開
示
　
却
　
下

知
事

教
育
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会

807

2041212141471010

1,090

101700

81100

1000

17200

2000

0400



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

六

監
査
委
員

労
働
委
員
会

収
用
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

計
　
　
　
　
　

3
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求

（
単
位
　
件
）

試
　
験
　
等
　
の
　
名
　
称
　
　
　
　
　
　

実
施
機
関
　
　
　
　
　
開
示
件
数

行
政
書
士
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

育
休
任
期
付
職
員
登
録
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

調
理
師
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
　
　
　
　
　
　
知
事

保
育
専
門
学
院
入
学
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

准
看
護
師
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

歯
科
技
工
士
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

保
健
医
療
大
学
一
般
入
学
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

医
療
短
期
大
学
一
般
入
学
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

薬
種
商
認
定
試
験
及
び
承
継
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

技
能
検
定
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

改
良
普
及
員
資
格
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

農
業
機
械
利
用
技
能
者
技
能
検
定
試
験
　
　
　
　
　
　
知
事

農
業
大
学
校
一
般
入
学
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事

採
石
業
務
管
理
者
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事
　

香
川
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会

香
川
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
入
学
者
選
抜
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会

香
川
県
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
　

香
川
県
立
高
松
北
中
学
校
入
学
者
選
抜
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会

香
川
県
立
高
瀬
の
ぞ
み
が
丘
中
学
校
入
学
者
選
抜
　
　
教
育
委
員
会

職
員
等
採
用
上
級
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会

職
員
等
採
用
中
級
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会

職
員
等
採
用
初
級
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会

警
察
官
Ａ
採
用
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会

警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会

職
員
採
用
選
考
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（
単
位
　
件
）

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
求
件
数

訂
　
　
　
正
　
　
　
　
　
不
　
訂
　
正
　
　
　
　
　
却
　
　
　
下

5
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（
単
位
　
件
）

022768723044450020

0003

3,039009520201194

3,320

0
0

0
0

00000

108

0000082

000001

0000019

000002

000004



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

七

答
　
　
申
　
　
の
　
　
内
　
　
容
　
　
　
　
　
　

不
服
申
立
て
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
下
げ

認
　
　
容
　
　
一
部
認
容
　
　
棄
　
　
却
　
　
審
理
中

（
注
）
平
成
15年
度
中
に
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
平
成
16年
度
に
答
申
が
あ
っ
た
も

の
で
あ
る
。

6
是
正
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

（
単
位
　
件
）

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

是
正
の
申
出
の
件
数
　
　
　

処
　
　
理
　
　
済
　
　
　
　
　
処
　
　
理
　
　
中

0
0

0
1（
注
）

0
0

0
0

0

●
香
川
県
議
会
公
告
第
一
号

香
川
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
香
川
県
条
例
第
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
議
会
議
長
　
　
塚
　
　
本
　
　
　
　
　
修

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
病
院
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
そ
の

所
在
地
の
変
更
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

所
　
　
　
在
　
　
　
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
　
　
　
　
称

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
　
　
　
　
　
　

医
療
法
人
財
団
博
仁
会
キ
ナ
シ
　
高
松
市
鬼
無
町
藤
井
四
三
五
　
高
松
市
鬼
無
町
佐
藤
五
四
―
一

大
林
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
一

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
の
特
別
調
整
額
表
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
政
策
調
整
監

別
表
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
参

参
事
（
人
事
委
員
会
の
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」

事
（
人
事
委
員
会
の
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
高
松
南
高
等
学
校
事
務
部
長
」
を
削
り
、

「
高
松
東
高
等
学
校
事
務
部
長

「
高
松
東
高
等
学
校
事
務
部
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
「
多
度
津
水
産
高
等
学

高
松
南
高
等
学
校
事
務
部
長
」

1
公
文
書
の
公
開
の
状
況

（
単
位
　
件
）

2
不
服
申
立
て
の
状
況

不
服
申
立
て
件
数

0
件

A（
B
＋
C
）

公
開
請
求
処
理
件
数

公
　
　
開

一
部
公
開

非
公
開

Ｂ計

Ｃ
そ
の
他

1,923
1,890

29
4

1,923
0

左
　
　
　
　
の
　
　
　
内
　
　
　
訳

対
象
公
文
書
数
（
決
定
内
容
別
）

議
会
公
告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

人
事
委
員
会
規
則



平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
第
九
二
三
九
号
）

八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

校
事
務
部
長
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

給
料
表
別
、
級
別
職
務
分
類
表
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

別
表
第
一
の
八
級
の
部
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
高
松
南
高
等
学
校
事
務
部
長
」
を
削
り
、

同
表
六
級
の
部
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
、
高
松
南
高
等
学
校
」
を
削
る
。

人
事
委
員
会
告
示


